
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

   

 

「大阪府最低賃金」改正決定の答申に対する異議申し出について 

― 時間額８８３円で再答申 ― 

 

 大阪地方最低賃金審議会は、大阪府最低賃金の改正決定の答申に対する異議申し出

について審議をした結果、当初答申の金額（８８３円）を適当であると再答申した。 

 

１ 平成２８年７月５日、大阪労働局長（苧谷 秀信）から、大阪府最低賃金の改正 

 諮問を受けていた大阪地方最低賃金審議会（会長 冨田安信 同志社大学教授）は、

同８月４日に時間額８８３円で改正決定することが適当であるとの答申を出しま

した。答申を受けた大阪労働局では、答申内容を公示したところ、改正の必要性及

び答申金額について異議の申し出がなされたため、本日（８月２３日）、あらため 

 て異議内容に対する調査審議について、同審議会へ諮問したところです。 

  調査審議の結果、本日付で、大阪地方最低賃金審議会から、当初答申した金額ど 

 おりで決定することが適当であるとの答申が再度出されたものです。 

 

２ 大阪労働局では、答申のあった大阪府最低賃金を平成２８年９月１日付けで正式

に改正決定し、同日官報公示することとしています。改正大阪府最低賃金（時間額 

 ８８３円）の効力が発生するのは、官報公示の３０日後である同１０月１日となり 

 ます。 

 

３ 大阪府最低賃金は、大阪府内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に対して 

適用されます。 
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                    会 長  冨 田 安 信 

 

 

 

最低賃金審議会の意見に関する異議の申出について（答申） 

 

 当審議会は、本年８月２３日付けをもって貴職から諮問のあった、同年８月

４日付けの大阪府最低賃金の改正決定に係る当審議会の意見に対する異議の申

出について、慎重に審議した結果、下記の結論に達したので答申する。 

 

 

記 

 

 

 本年８月４日付け答申どおり決定することが適当である。 
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